
寒河江市農業委員会規則第１号 

 

寒河江市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、寒河江市農業委員会の委員等の定数に関する条例（平成 

２８年市条例第３２号）第４条の規定に基づき、寒河江市農業委員会農地利用

最適化推進委員（以下「推進委員」という。）となるべき候補者を選任する手

続等について、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下「法」

という。）及び農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林水産省第

２３号。以下「施行規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規則における用語の定義は、法における用語の例による。 

（担当区域） 

第３条 推進委員の担当する区域及び範囲は、別表のとおりとする。 

（推薦及び応募の資格） 

第４条 推進委員に推薦され又は募集に応募することができる者は、法第１８条

第４項各号に該当せず、農業に関する識見を有し、担当区域の農地利用関係の

調整及び農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関しその職務を適切に

行うことができる者であって、推進委員の選任予定日において、次の各号のい

ずれにも該当するものとする。ただし、農業委員と兼ねることはできない。 

 ⑴ 市内に住所を有すること。ただし、特別の事情があるときは、この限りで

ない。 

⑵ 満１８歳以上である者 



⑶ 寒河江市の職員でない者。ただし、地方公務員法（昭和２５年法律第 

２６１号）第３条第３項に定める特別職に属する職員を除く。 

（推薦及び応募の手続き） 

第５条 法第１９条第１項の規定による推薦をし、又は募集に応募しようとする

者は、以下の各号による推薦書又は応募書を持参又は郵送により農業委員会に

提出するものとする。 

⑴ 農業者が推進委員を推薦する場合は、寒河江市内に住所を有する３人以上

の農業者が連名及び必要事項を記入した寒河江市農業委員会農地利用最適

化推進委員推薦書（様式第１号） 

⑵ 農業者が組織する団体その他団体（以下「団体等」という。）が推進委員

を推薦する場合は、必要事項を記入した寒河江市農業委員会農地利用最適化

推進委員団体等推薦書（様式第２号） 

⑶ 推進委員の募集に応募する者は、必要事項を記入した寒河江市農業委員会

農地利用最適化推進委員応募書（様式第３号） 

２ 農業委員会は、前条各号に掲げる資格の有無を確認するため、その他必要と

認める書類の提出を求めることができる。 

（推薦の求め又は募集の期間） 

第６条 推薦の求め又は募集の期間は、２８日間とする。 

（周知及び公表） 

第７条 推進委員の推薦の求め及び募集にあたっては、次の方法により、市内の

農業者等への周知に努めるものとする。 

⑴ 市掲示場への掲示 

⑵ 市ホームページへの掲載 

⑶ その他適切な方法 

２ 農業委員会は、施行規則第１２条第１項各号の規定に基づき、第５条の規定



により推進委員の推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理

し、前項に規定するいずれかの方法により公表するものとする。 

（候補者の決定） 

第８条 農業委員会は、寒河江市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価

委員会設置要綱（平成２９年 月  日制定）に基づく寒河江市農業委員会農

地利用最適化推進委員候補者評価委員会（以下「評価委員会」という。）に対

し、第５条第１項各号の規定により推薦を受け又は募集に応募した候補者に対

する評価を求めるものとする。 

２ 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、結果を農業委員

会に報告するものとする。 

３ 農業委員会は、評価委員会の評価の結果の報告を受けて、推進委員とするべ

き候補者を決定するものとする。 

（委嘱） 

第９条 農業委員会は、前条により決定した候補者について、総会の議決を経て

推進委員に委嘱する。 

２ 前項により委嘱された者の氏名等については、第７条第１項の規定と同様の

方法により公表するものとする。 

（推進委員の補充） 

第１０条 農業委員会は、推進委員について、解嘱、失職又は辞任により欠員が

生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に

努めなければならない。 

２ 前項の規定により選任された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定め

る。 



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則による寒河江市農業委員会農地利用適正化推進委員の選任に関し必

要な事項は、この規則の施行の日前においても行うことができる。 

   附 則（令和４年３月２５日農委規則第１号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 



別表（第３条関係） 

担当区域 担 当 区 域 の 範 囲 定数 

寒河江 

旧寒河江町のうち、石持、山岸、新町、六供町、船橋、丑町、

幸田、十日市場、新宿、南新宿、越井坂、内楯、七日町、 

新道、本楯 

１ 

南 部 旧寒河江町のうち、高屋、島、皿沼 １ 

西 根 旧西根村 １ 

柴橋１ 旧柴橋村のうち、柴橋 １ 

柴橋２ 旧柴橋村のうち、落衣、木の沢、松川、金谷、中郷、平塩 １ 

高 松 旧高松村 １ 

醍 醐 旧醍醐村 １ 

白 岩 旧白岩町 １ 

三 泉 旧三泉村 １ 

 

  



寒河江市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する規則をここに公

布する。 

 

  平成２９年  月  日 

 

寒河江市農業委員会 会長  木  村  三  紀 

 

 

 


